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くらし
所
得
税
な
ど
の
申
告
は
、

e
‐
T
a
x
で

くらし
確
定
申
告
と
納
税
は
正

し
く
お
早
め
に

人
工
肛
門
・
人
工
膀
胱

健 康
の
方
の
体
験
交
流
会

感謝状
月
形
消
防
出
初
式

を
行
い
ま
す

くらし
調
理
師
免
許
の
届
出
は

忘
れ
ず
に

手続き

札
幌
総
合
行
政
相
談
所

移
転
の
お
知
ら
せ

くらし
　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(https://w
w
w
.nta.go.jp/)

か

ら
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ

ン
で
所
得
税
な
ど
の
申
告
書
を
作

成
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

使
用
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
提
出
が

で
き
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
を
す
る

と
、
控
除
証
明
書
な
ど
の
必
要
書

類
の
デ
ー
タ
を
申
告
書
へ
自
動
で

入
力
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
読
取
対

応
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
あ
れ
ば

ご
利
用
可
能
で
す
。

 

　

令
和
４
年
分
の
個
人
事
業
者
の

方
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の

確
定
申
告
は
、
令
和
５
年
３
月
31

日
㈮
が
申
告
・
納
付
の
期
限
と

な
っ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
自
宅
か

ら
ｅ
‐
T
a
x
を
ご
活
用
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
税
務
署
な
ど
の
確
定
申

告
会
場
に
は
例
年
多
数
の
方
が
訪

れ
て
い
ま
す
。
本
年
は
、
会
場
へ

の
入
場
に
は
「
入
場
整
理
券
」
が

必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
入
手
方
法
な
ど

の
詳
細
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

日
本
オ
ス
ト
ミ
ー
協
会
で
は
、

ス
ト
ー
マ
（
人
工
肛
門
や
人
工

膀
胱
な
ど
）
を
持
つ
オ
ス
ト
メ

イ
ト
の
方
同
士
で
普
段
の
悩
み

事
な
ど
を
話
し
合
う
場
と
し
て
、

体
験
交
流
会
を
開
催
し
ま
す
。

装
具
や
製
品
の
展
示
も
あ
り
ま

す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
参
加
下

さ
い
。

日
時　

令
和
５
年
１
月
28
日
㈯

　

13
時
00
分
～
16
時
00
分

会�

場　

札
幌
市
身
体
障
害
者
福

祉
セ
ン
タ
ー
（
札
幌
市
西
区

二
十
四
軒
２
条
６
丁
目
☎
０

　

１
１
・
６
４
１
・
８
８
５
３

対�

象
者　

当
事
者
・
ご
家
族
・

ご
友
人
な
ど

参
加
料　

無
料

問�

合
せ
先　

日
本
オ
ス
ト
ミ
ー

協
会
札
幌
支
部
☎
０
１
１
・

　

７
６
４
・
２
８
２
４

　

札
幌
総
合
行
政
相
談
所
で
は
、

国
に
対
す
る
苦
情
・
要
望
・
お
問

い
合
わ
せ
を
お
受
け
し
、
ま
た
、

日
替
わ
り
で
専
門
機
関
に
よ
る
相

談
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

令
和
５
年
１
月
４
日
か
ら
左
記

の
住
所
に
移
転
し
ま
す
。

移
転
先　

丸
井
今
井
札
幌
本
店
一

　

条
館
９
階
☎
０
１
１
・
２
４
１
・

　

２
３
４
０

行
政
一
般
相
談　

毎
日
（
年
末
年

　

始
を
除
く
）
10
時
30
分
～
18
時

　

00
分

法
律
相
談　

毎
月
第
１
木
曜
日

　

�（
祝
日
の
場
合
別
日
）
13
時
00

分
～
16
時
00
分
（
当
日
午
前
10

時
30
分
か
ら
電
話
に
よ
り
予
約

受
付
・
先
着
６
人
）

　

相
談
無
料
・
秘
密
厳
守
で
す
の

で
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

北
海
道
管
区
行
政
評

　

価
局
☎
０
１
１
・
７
０
９
・
２

　

３
１
１

　

調
理
師
と
し
て
働
い
て
い
る
皆

様
は
、
調
理
師
法
に
よ
り
届
け
出

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

届
け
出
は
、
令
和
５
年
１
月
15

日
㈰
ま
で
に
、
調
理
師
業
務
従
事

者
届
を
左
記
の
場
所
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
北
海
道
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

日
時　

令
和
５
年
１
月
５
日
㈭

　

午
前
11
時
00
分
～

場�

所　

消
防
月
形
支
署
前
、
月
形

町
交
流
セ
ン
タ
ー

※�

午
前
10
時
に
消
防
団
員
招
集
の

大
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
し
ま
す
の

で
、
火
災
と
お
間
違
え
の
な
い

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問�

合
せ
先　

月
形
支
署
☎
53
・
２

１
５
４

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
関
連
し
て
、
感
染
し
た
方
々
や

ご
家
族
、
治
療
に
あ
た
っ
た
医
療

関
係
者
の
方
々
な
ど
に
対
す
る
不

当
な
差
別
、
偏
見
、
い
じ
め
、
誹

謗
中
傷
に
対
す
る
嫌
が
ら
せ
行
為

な
ど
は
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

不
確
か
な
情
報
に
惑
わ
さ
れ

て
、
人
権
侵
害
に
つ
な
が
る
こ
と

の
な
い
よ
う
、
正
し
い
情
報
に
基

づ
き
、
冷
静
な
行
動
を
お
願
い
し

ま
す
。�

　
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
人
権

相
談
窓
口
」
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
に
関
連
す
る
偏
見
、
差

別
な
ど
に
よ
る
人
権
問
題
の
相
談

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
困
っ
た

と
き
は
、
一
人
で
悩
ま
ず
に
ご
相

談
下
さ
い
。

受�

付
期
間　

平
日
（
年
末
年
始
を

除
く
）
午
前
９
時
～
午
後
５
時

相�

談
窓
口　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
人
権
相
談
窓
口
☎
０
１
１
・

くらし
コ
ロ
ナ
に
関
連
し
た

人
権
の
配
慮
に
つ
い
て

２
０
６
・
０
４
９
７�

問�

合
せ
先　

環
境
生
活
部
く
ら
し

安
全
局
道
民
生
活
課
道
民
生
活

係
☎
０
１
１
・
２
０
６
・
６
１

４
８�

【
検
索
：
調
理
師
業
務
従
事
者
届

出
】
か
ら
届
け
出
を
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。

提�

出
場
所　

北
海
道
全
調
理
師
会

美
唄
支
部
、
北
海
道
全
調
理
師

会
由
仁
支
部
、
岩
見
沢
保
健
所
、

岩
見
沢
保
健
所
由
仁
支
所

問
合
せ
先　

岩
見
沢
保
健
所
☎
20

　

・
０
１
１
６
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寄 贈
月
形
町
農
業
協
同
組
合

よ
り
お
米
の
贈
呈

 月形町が加盟している岩見沢市通年雇用促進協議会
では、エクセルの使い方を学ぶセミナーを次のとおり
実施します。
 参加希望の方は、下記申し込み先へご連絡ください。
日時　
　２月２日（木）、３日（金）
　10：00 ～ 16：00
会場
　月形温泉別館（はな工房）
参 加 費　無料
申込期限　１月 31 日（火）
定員　５人

岩見沢市通年雇用促進協議会
☎ 24・3625　FAX�24・3626
ホームページ　http://www.job365.jp

申込・

問合せ先

内容
　Excel マクロ基礎コース
　 マクロを使うには、変

数、条件分岐など

※新型コロナウイルス感
　染防止対策を講じて開
　催します

　はじめまして！
12月より農業研修
員として地域おこ
し協力隊の活動を
している「金澤大
輔」、「金澤桃子」
と申します。
　切り花農家になるために指導農家さんや花き生産組
合などの関係者の皆さんからアドバイスをいただきな
がら技術習得に向け頑張りたいと思います。
　また、子育てを通じた中で皆さまとの交流を深める
ことや、地域活動やイベントなどにも積極的に参加し、
月形の魅力を町内外の方に発信していけるように活動
していきたいと思いますので、よろしくお願いいたし
ます。

▲ 前列左から時計回りに佐藤隆之常務理事、福
井誠専務理事、古谷秀樹教育長、山下正志校
長、渡邉直樹校長、菅原光男教頭

▲熊谷徹営業部長（左）、末村正幸工事次
　長（中央）

　

11
月
18
日
、
極
東
建
設
株
式
会

社
の
地
域
貢
献
活
動
に
対
し
て
、

上
坂
町
長
よ
り
感
謝
状
が
手
渡
さ

れ
ま
し
た
。

　

極
東
建
設
株
式
会
社
は
８
月
24

日
と
10
月
23
日
の
２
回
に
わ
た
り

月
形
町
多
目
的
研
修
セ
ン
タ
ー
の

駐
車
場
の
白
線
ラ
イ
ン
塗
装
及
び

舗
装
補
修
作
業
を
行
い
、
本
町
の

施
設
の
維
持
管
理
に
対
し
て
多
大

な
貢
献
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。

地
域
貢
献
活
動
に
感
謝

極
東
建
設
株
式
会
社

感謝状

感謝状
地
域
貢
献
活
動
に
感
謝

月
形
事
業
協
同
組
合

感謝状
　

11
月
４
日
、
月
形
事
業
協
同
組

合（
廣
野
和
男
理
事
長
）の
地
域
貢

献
活
動
に
対
し
て
、
上
坂
町
長
よ

り
感
謝
状
が
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

　

月
形
事
業
協
同
組
合
は
、
月
形

小
学
校
開
校
１
４
０
年
記
念
植
樹

会
に
お
け
る
除
草
作
業
及
び
植
穴

掘
削
等
の
事
前
準
備
を
実
施
し
、

地
域
の
環
境
整
備
に
多
大
な
貢
献

を
さ
れ
ま
し
た
。

▲鳥潟真二組合員（左）、廣野和男理事長
　（中央）

　

月
形
町
農
業
協
同
組
合
よ
り
、

町
内
各
学
校
の
児
童
生
徒
、
教

職
員
へ
お
米
（
１
人
２
㎏
）
の

プ
レ
ゼ
ン
ト
が
あ
り
ま
し
た
。

　

11
月
15
日
に
贈
呈
式
が
行
わ

れ
、
各
学
校
の
代
表
に
「
お
米

引
換
券
」
と
し
て
贈
呈
さ
れ
ま

し
た
。



14　

問合せ先問合せ先 消防月形支署☎　�53・2154（一般）　☎ 24・0119（火事情報）　☎ 119（救急・火事）消防月形支署☎　�53・2154（一般）　☎ 24・0119（火事情報）　☎ 119（救急・火事）IPIP

　

町
民
の
皆
さ
ん
新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
昨
年
１
年
間
、
火
災
予
防
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

昨
年
、月
形
町
で
は
、３
件
の
火
災
が
発
生
し
て
い
ま
す
。（
令

和
４
年
11
月
末
時
点
）
今
年
一
年
、
火
災
の
無
い
よ
う
あ
ら
た

め
て
「
火
の
用
心
」
を
皆
さ
ん
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

無
火
災
を
祈
念
し
ま
す

▶暖房器具の火災に注意しましょう
●ストーブの上に洗濯物は干さない
●換気は十分に行う
●ポータブルストーブの給油時は、必ず火を消してから！

ーあわてず落ち着いてー

火事と救急は　　　　 119
火事の問い合わせは　 24・0119
一般の問い合わせは
　　消防月形支署へ　 53・2154

 毎年、２月７日は「北方領土の日」です。
 この日を中心とする１月 21 日から２月 20 日まで
の１カ月間を「北方領土の日特別啓発期間」と設定し、
全道各地においてさまざまな返還要求運動が展開さ
れます。
 北方領土の早期返還を実現するためには、皆さん
一人ひとりの協力が必要です。月形町では特別啓発
期間中、役場庁舎町民サロ
ンに「北方領土返還要求署名
コーナー」を設置しています。
 役場にお立ち寄りの際は署
名のご協力をお願いします。

北方領土復帰期成同盟空知地方支部

募集種目 受験資格 受付期限 試験期日

第６回
自衛官候補生

18 歳以上 33 歳未満
の方

1 月
21 日

1 月 27
～ 28 日
いずれか

１日

第７回
自衛官候補生

18 歳以上 33 歳未満
の方

2 月
10 日

2 月 19
～ 20 日
いずれか

１日

陸上自衛隊高
等工科学校生
徒（一般）

男子で中卒（見込含）
17 歳未満の方

１月
６日

１月 14 日
～ 15 日
いずれか

１日

人　事
月
形
町

人
事
異
動

■
退
職
…
12
月
31
日
付
け

●
月
形
町

▽
武
田
愛
莉
（
企
画
振
興
課
企
画

係
）

手
紙
を
守
る
た
め
の

ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す

　

手
紙
や
は
が
き
な
ど
の
信
書

は
、
原
則
と
し
て
、
日
本
郵
便

株
式
会
社
お
よ
び
信
書
便
事
業

者
だ
け
が
取
り
扱
う
こ
と
が
で

き
る
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

※�

宅
配
便
や
メ
ー
ル
便
で
は
、

原
則
と
し
て
信
書
の
送
付
は

で
き
ま
せ
ん
。

問�

合
せ
先
　
総
務
省
情
報
流
通

行
政
局
郵
政
行
政
部
郵
便
課

☎
03
・
５
２
５
３
・
５
９
７
５

▶ガスコンロの火災に注意しましょう
●調理中は火のそばから離れない
●コンロの周りはこまめに掃除をする
●火の消し忘れが無いか確認をする

その他
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Hello�Everyone,
 皆様、お元気でお過ごしでしょうか。
 最近は、寒くなってきたので、私は家でこたつに入って
過ごすことが多くなりました。こたつは日本で買ったもの
の中で一番好きです。カナダでもこたつが流行ってほしい
と思います。
 11 月 28 日で、日本に来てから 1年になりました。本当
に良い一年でした。月形に来ることができて良かったです。
子どもたちと一緒に過ごす時間はとても楽しいです。最近
は、子どもたちと好きなポケモンや食べ物について話すこ
とができるようになりました。
 また、最近、小学校で子どもたちとドッジボールをしま

した。私はあまり上手ではありませんが、それでもとても
楽しかったです。
 今年は冬休みにカナダに帰らない予定です。クリスマス
は大好きな祝日なので、家族と一緒に過ごせないのは少し
寂しいです。でも、日本ではいつもたくさんの飾り付けや
イルミネーションが見られるので、日本で過ごすのが楽し
みです。北海道では良い友達ができたので、一緒に過ごせ
たらいいなと思います。
 月形の皆さんも 12 月、1 月の冬休み、友人や家族とた
くさん過ごせると良いですね。暖かくして、元気でいてく
ださい。

See�you�next�time!

令和４年度月形町新型コロナウイルス感染症に関する生活支援・経済支援一覧　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               【１２月決定分】

No 区分 対策・支援等 対象者 概要 開始時期 問合せ先
1 事業者 建設事業者経

営持続化支援
金

売 上 が
２０％以
上減少し
た事業者

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上額が減少し
ている町内建設事業者を対象に支援金を交付します。
■交付対象
 令和４年１月から１２月までの合計売上額が、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により令和元年同期間の売上額と
比較して２０％以上減少している事業者
■支援額
 上限額：法人１００万円 個人４０万円
■申請方法
 申請書に必要書類を添付し、役場企画振興課商工観光係
へ提出してください。
 ※申請書は、役場企画振興課商工観光係または月形商工
会で配付します。
■受付期限 令和５年２月１７日㈮まで

令和 5年
1月

商工観光係

2 事業者 旅客自動車運
送事業継続支
援金

売 上 が
２０％以
上減少し
た事業者

新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者の減少な
どの影響を受けている町内の旅客自動車運送事業者に対し、
事業の継続に向け支援金を交付します。
■交付対象
 道路運送法第４条の許可を受け、一般貸切旅客自動車運
送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業を営んでおり、令
和４年１月から１２月までの合計売上額が、新型コロナウ
イルス感染症の影響により令和元年同期間の売上額と比較
して２０％以上減少している事業者
■支援額
 上限額：バス・ハイヤーの所有台数に応じ１事業者
２００万円
■申請方法
 申請書に必要書類を添付し、役場企画振興課商工観光係
へ提出してください。
■受付期限 令和５年１月３１日㈫まで

令和４年
12 月

商工観光係

ＡLＴ（外国語指導助手）

Ｖｏl.４活動レポート活動レポート
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問合せ先　住民課戸籍保険係　☎ ＩＰ 53・2323

◆セルフメディケーションとは？
 平均寿命が長くなった現代、いかに毎日を健康的に
生きるかが、幸せな生活を送る上でも重要になってきま
す。そこで注目されているのが「セルフメディケーション」
です。これは「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な
身体の不調は自分で手当すること」を意味しています。
◆セルフメディケーションの効果
 ①毎日の健康管理の習慣が身につく
 ②医療や薬の知識が身につく
 ③医療機関で受診する機会が減少する
 ④国民全体の医療費の増加が抑制される
◆取り組み方法
 健康寿命を延伸するためには、自分自身の身体は自
分自身で管理しなければなりません。しかし、現代人
は日々の忙しさから、頭痛や風邪などの体調不良を引
き起こすこともあります。そんなときは、OTC医薬品を
上手に活用して、自らセルフメディケーションを図ってい
きましょう。具体的には、風邪が重症化する前に風邪
薬を飲む、小さな切り傷にばんそうこうを貼る、疲れた
時にはビタミン剤を飲む、などが考えられます。

◆ OTC（Over�The�Counter）医薬品とは？
 薬局やドラックストアなどにおいて処方箋なしに購入
できる医薬品のことです。今までは「市販薬」などと呼
ばれていましたが、2007年より呼称が統一されました。
これに対して、医師が処方する医薬品は「医務用医薬品」
と呼ばれます。
◆セルフメディケーションを効果的に行うためには？
 セルフメディケーションの基本として、まずは自分の
身体の状態を知ることが第一です。さらに、病気や薬
についての正しい知識を身につけることも大事です。自
分が飲んでいる薬の記録などをつけることで、医師や
薬剤師などに自分の体
質に合ったアドバイスも
受けることが可能となり
ます。そして、普段から
適度な運動と栄養バラン
スの良い食事を取り、十
分な睡眠を確保し、自
然治癒力を高めていきま
しょう。

国民健康保険からのお知らせ

セルフメディケーションについて
ご存じですか？

�����ポリファーマシーとは？
 多くのくすりを服用しているために、副作用を起こし
たり、きちんとくすりが飲めなくなったりしている状態を
ポリファーマシーと言います。単に服用するくすりの数
が多いことではありません。
�����ポリファーマシーの何が問題なの？
 くすりの数が増えると、くすり同士が相互に影響し合
うこともあります。そのため、くすりが効きすぎてしまっ
たり、効かなかったり、副作用が出たりすることがあり
ます。高齢になると、内臓の働きが弱くなり、くすりを
分解したり、排泄したりするのに時間がかかります。高
齢者では、使っているくすりが６種類以上になると、副
作用を起こす人が増えるというデータもあります。
　��ポリファーマシー予防・解消の
ためには？
◆おくすり手帳を活用しましょう
 自分の処方されているくすりがわか
るように、おくすり手帳は 1冊にまと
めておきましょう。医療機関を受診す

るときや薬局に行くときは持参しましょう。

◆かかりつけの薬局や薬剤師を持ちましょう
 日頃から、かかりつけの医師や薬剤師を持って、処
方されているくすりの情報を把握してもらっておくのが
安心です。使っているくすりは、必ず全部伝えましょう。
くすり以外で毎日飲んでいる健康食品やサプリメントが
ある場合は、その情報も伝えましょう。

◆気になる症状は医師・薬剤師に相談しましょう
 くすりを飲んでいて、物忘れ、食欲低下、便秘など「な
にか変だな」「いつもと違う」と感じたら必ず、医師や
薬剤師に相談しましょう。勝手にくす
りをやめたり、減らしたりするのはよ
くありません。くすりによっては、急
にやめると病状が悪化したり、思わ
ぬ副作用が出ることがあります。
 また、いつ頃から、どのような症状が出てきたのか、
気になる症状をメモしておき、その情報を伝えましょう。

ポリファーマシーについて
くすり、いくつ飲んでいますか？
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交通事故などの第三者行為によるけがの治療に国保（保険証）を使ったときは届出が必要です。

◆第三者行為とは？
　交通事故（自動車・自転車事故）、他人の犬に噛まれた、購入した食品や飲食店
などでの食中毒、けんかなどの暴力行為、スキー・スノーボードなどの衝突・接触
事故、工事現場からの落下物などでのケガ、リコール製品によるケガなどです。

◆第三者の加害行為に国保を使ったときは必ず届出を！
　国保（保険証）を使ったときは必ず住民課戸籍保険係に届出をしてください。（届出者に医療費の負担
をお願いするものではありません。）
　届出がなかった場合は、加害者が支払うべき医療費を加害者側に請求できず、本来は支払う必要の無い
医療費を保険者（国保）が負担することになります。このことが医療費の増加を招き、最終的に皆さまが
支払う保険税の増加につながることも考えられますので、必ず届出をお願いします。

◆第三者の加害行為による医療費は加害者負担が原則です
　国保（保険証）を使って治療を受けたときの医療費は、一時的に保険者（国保）が立て替えていること
になります。後日、被害者に代わって保険者（国保）が加害者側に請求します。
　届出がないと加害者に請求することができなくなります。

◆届出には何が必要なの？
　届出には、「第三者行為による傷病届」「事故発生状況報告書」「同意書」
などが必要です。詳細は、住民課戸籍保険係にお問い合わせください。

◆医療機関に伝えましょう！
　医療機関で第三者行為によるケガなどにより、被保険者証を使用して治療を受ける旨をしっかりと伝え
ましょう。

◆警察に届けましょう！
　交通事故の時は、ケガの程度が軽くても必ず警察に届け、事故証明書を出してもらいましょう。

◆示談をする前にご相談ください！
　示談は、あなたと国保に重大な不利益を招くことがあります。必ず住民課戸籍保険係にご相談ください。
　賠償の対象となるべき治療の範囲や期間などを決めず、慰謝料や賠償金の内訳がはっきりとしない示談
内容である場合、「示談金を受け取った方」に治療費を請求する場合があります。

◆負傷・疾病原因の確認をしています
　医療機関などからの請求書（診療報酬明細書など）の確認の結果、交通事故などによる負傷や食中毒な
どによる疾病の可能性がある場合は、世帯主に負傷・疾病原因の確認をしています。
　北海道国民健康保険団体連合会から「負傷原因の照会について」が届きましたら、回答にご協力ください。

ＩＰ住民課戸籍保険係 ☎ �53・2323問合せ先

国民健康保険からのお知らせ

第三者行為求償について
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 月形町も本格的な雪のシーズンとなりましたね。今回は冬の備
えをお知らせします。
 暴風雪は、北海道付近を発達した低気圧が通過する時や強い冬
型の気圧配置の時に多く発生します。
 暴風雪時は、屋外での行動は非常に危険です。
〇�雪で数メートル先が見えず、方向感覚を失い、自分のいる場所
が分からなくなる
〇風と雪で体の熱が奪われ、体温が急激に低下する
〇�吹きだまりにより、車のマフラーや家の暖房などの給排気口が
塞がり、一酸化炭素中毒になる可能性がある
〇�暴風や飛散物などで電線が切れると、停電となり、照明や暖房
が使えなくなる
 天気が急変するときは災害が起きやすくなります。晴れている
ときでも、最新の気象情報などを確認するように心がけましょう。

防災対策専門員による防災講座
～暴風雪への備え～

新型コロナウイルス感染症の影響による

保険税（料）減免について

国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険

保険税（料）が減免となります
【減免の対象となる方】
 次の要件のいずれかを満たす方
①�新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持
者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
　⇒保険税（料）を全額免除
②�新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる
生計維持者の収入減少（■の要件）が見込まれる世
帯の方⇒保険税（料）の一部を減額
■保険税（料）が一部減額される具体的な要件
●世帯の主たる生計維持者について
・�事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た
収入のいずれかが、前年に比べて 10 分の３以上減
少する見込みであること
・前年の所得の合計額が 1,000 万円以下であること
 （国民健康保険・後期高齢者医療保険のみ）
・�収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所
得の合計額が 400 万円以下であること
※申請には、収入を証明する書類が必要となります
 �減免についての相談や申請に必要な書類などの詳
細は、下記の各担当係に問い合わせください

ＩＰ住民課税務係☎ �53・2323
問合せ先

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料について
介護保険料について ＩＰ保健福祉課高齢者支援係☎ �53・3155

傷病手当金が支給される場合があります
【傷病手当金の対象となる方】
 次の要件をすべてを満たす方

①�新型コロナウイルス感染
症（感染疑いを含む）の
療養のため仕事ができな
い方
②４日以上休んでいる方
③�支給対象となる日に給与
などがもらえない方

【支給額】
（直近の継続した３カ月間の給与収入の合計÷就労日
数）×３分の２×支給対象日数

【支給の対象となる期間】
 令和２年１月１日から令和
５年３月 31 日まで
※�傷病手当金の相談や申請に
必要な書類などの詳細は、下
記まで問い合わせください

傷病手当金について ＩＰ住民課戸籍保険係☎ �53・2323

新型コロナウイルス感染症の影響による

傷病手当金支給について

国民健康保険・後期高齢者医療保険
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令和５年度 花の里こども園
入所受付開始について

 令和５年４月１日から花の里こども園に入所を
希望する方の受付を次のとおり開始します。
 なお、４月２日以降に入所を希望する方につ
きましても併せて受け付けします。
　入所資格
【１号認定】
 ４月１日現在満３歳以上で就学前の幼児（４
月２日以降に３歳の誕生日を迎える幼児も入所
可能です）
【２・３号認定】
 ４月１日現在、生後６カ月から就学前の幼児で、
保護者が次のいずれかに該当する場合
①保護者が月 48 時間以上働いている場合
②保護者に病気や障がいがある場合や、同居
 の親族を常時介護・看護をしている場合
③その他保育が出来ないと認められる場合
※認定別の保育時間と定員は下表のとおり
　利用者負担額（保育料）
 令和元年 10 月１日から幼児教育・保育の無償
化が始まり、３歳から５歳の幼児は保育料が無
償になりました。また、０歳から２歳の乳幼児・
幼児についても、月形町独自の支援として町内

在住者の方を対象に保育料が無償となっていま
す。
　給食費助成について
 町内在住者の子育て世帯の経済支援として、
月形町認定こども園を利用する方に対し、１号
認定および２号認定の幼児の給食（主食・副食）
の材料費を全額助成しています。なお、３号認
定については、保育料の中に給食費も含まれて
いますので費用はかかりません。
 ※延長保育・預かり保育にかかる軽食および
おやつ代については、保護者の実費負担となり
ます。
　申込手続き・期限
 下記の必要書類を保健福祉課地域福祉係また
は花の里こども園に令和５年２月 10日㈮までに
提出してください。
 なお、書類の提出が期限に間に合わない場合
は、事前に保健福祉課地域福祉係までご連絡く
ださい。
　申込・問合せ先
 保健福祉課地域福祉係☎ ��53・3155

新規・継続 認定区分 必要書類

新規入所
１号認定 ・支給認定申請書・こども園入所申込書

２・３号認定
・支給認定申請書・こども園入所申込書・雇用証明
書または就労申立書

継続入所
１・２・３号
認定

・こども園入所申込書・支給認定変更申請書（支給
認定を変更される場合のみ。）・雇用証明書または就
労申立書（令和５年度より継続入所の場合も提出が
必要になりましたのでご注意ください。）

　必要書類

認定区分 種別 教育・保育時間帯 年齢 定員

１号認定 教育標準時間 8：00 ～ 13：30 ３・４・５歳児 19 人

２号認定

保育標準時間お
よび保育短時間

【保育標準時間】
7：30 ～ 18：30

【保育短時間】
① 7：30 ～ 15：30
② 9：30 ～ 17：30

３・４・５歳児 31 人

３号認定
１・２歳 24 人

０歳 6 人

計 80 人

　認定区分別の保育時間と定員

ＩＰ

　園での一日の流れ

7:30 随時登園
異年齢保育

9:30 リズムあそび

10:00 設定保育

11:30 昼食

13:00 お昼寝
室内あそび

15:00 おやつ

15:30 自由あそび
絵本読み語り

16:30 随時降園
異年齢保育

18:30


